
金沢大学 研究活動不正防止等の体制
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本学の研究活動の不正防止及び対応に関する
最高管理責任者

研究不正防止責任者
（研究担当理事）

研究活動の不正防止の総括責任者

研究倫理教育責任者
（各部局の長）

当該部局の研究従事者に対する研究倫理教育
の実施及び研究活動の不正防止等を行う責任者

各教員・学生等



公益通報窓口

コンプライアンス統括責任者 （危機管理担当理事）

告発 ・相談

報告

予備調査委員会
【構成員】 ・研究不正調査責任者＊（委員長）

・学長が指名する者
【調査内容】 告発内容の合理性，調査可能性等
【調査期間】 告発の受付から予備調査終了まで概ね３０日以内
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最高管理責任者
（学長）

告発者

金沢大学 特定不正行為の告発への対応

被告発者

特定不正行為調査（本調査）委員会
【構成員】 ・研究不正調査責任者＊（委員長）

・学長が指名する役職員
・外部有識者（委員総数の１／２以上）

【調査内容】 ・告発に係る論文，実験・観察ノート，生データ等の精査
・関係者からの事情聴取
・再実験の実施
・被告発者からの弁明 等

【調査期間】 本調査開始から認定まで，概ね１５０日以内

・告発者・被告発者からの不服申立を受理する期間 認定結果の通知された日から１４日以内
・被告発者からの不服申立により再調査を行う期間 概ね５０日以内
・悪意に基づく告発者からの不服申立により再調査を行う期間 概ね３０日以内

①告発・相談内容の報告

②予備調査委員会の
設置

③調査結果を報告

④本調査の実施を決定
（調査決定から調査開始
まで概ね３０日以内）

⑤認定結果の報告

⑥調査結果
（認定を含む）
の通知

⑥調査結果（認定を含む）の通知

〔公表内容（原則）〕

（特定不正行為を認定した
場合）

・不正に関与した者の氏名・
所属，不正の内容，措置の
内容，調査委員の氏名・所
属，調査の方法・手順等

（告発が悪意に基づくもの
であると認定した場合）

・告発者の氏名・所属，調
査の方法・手順等

研究資金の配分機関
へ調査結果の報告

・特定不正行為の有無の認定
・悪意に基づく告発の認定

＊コンプライアンス統括責任者又は学長が指名する理事
公表

報告


